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奈良市報告第２８号

平成２５年度決算に基づく奈良市財政の
健全化判断比率の報告について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成１９年法律第９４号)第３条第１項の規

定により、平成２５年度決算に基づく奈良市財政の健全化判断比率を監査委員の意見を付

けて次のとおり報告する。

平成２６年９月８日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

（単位：％）

備考

実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、実質赤字額がないため、「―」と記載している。

比 率 名
平成25年度決算に基づく

健全化判断比率
早期健全化基準

実質赤字比率 ― 11.25

連結実質赤字比率 ― 16.25

実質公債費比率（３か年平均) 13.4 25.0

将来負担比率 188.1 350.0

－ 1 －



奈良市報告第２９号

平成２５年度決算に基づく奈良市公営企業の
資金不足比率の報告について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成１９年法律第９４号)第２２条第１項の

規定により、平成２５年度決算に基づく奈良市公営企業の資金不足比率を監査委員の意見

を付けて次のとおり報告する。

平成２６年９月８日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

（単位：％）

備考

資金不足比率は、資金不足額がない場合、「―」と記載している。

会計の名称
平成25年度決算に

基づく資金不足比率
経営健全化基準

法
適
用

水道事業会計 ―

20.0

都祁水道事業会計 ―

月ヶ瀬簡易水道事業会計 ―

病院事業会計 ―

法
非
適
用

下水道事業費特別会計 10.7

針テラス事業特別会計 ―

－ 2－



奈良市報告第４６号

奈良市第４次総合計画の基本計画に係る実施状況（平成２３年度
～平成２５年度）及び実施計画（平成２６年度～平成２７年度）
の報告について

奈良市第４次総合計画の基本計画に係る実施状況（平成２３年度～平成２５年度）及び

実施計画（平成２６年度～平成２７年度）について、奈良市行政に係る基本的な計画の議

決等に関する条例（平成２２年奈良市条例第２０号）第５条第１項及び第２項の規定によ

り、次のとおり報告する。

平成２６年９月８日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 奈良市第４次総合計画【前期基本計画】実施状況（平成２３年度～平成２５年度）及

び実施計画（平成２６年度～平成２７年度）（別冊）

－ 3－



奈良市報告第４７号

市長専決処分の報告について

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

平成２６年９月８日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 市営住宅等明渡し及び滞納家賃等の支払請求に関する訴えの提起について

－ 4－



市 長 専 決 処 分 書

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を別紙のとおり専決処分する

ものとする。

平成２６年７月２５日

奈良市長 仲 川 元 庸

記

１ 市営住宅等明渡し及び滞納家賃等の支払請求に関する訴えの提起について

－ 5－



市営住宅等明渡し及び滞納家賃等の支払請求に
関する訴えの提起について

本市は、市営住宅等の明渡し及び滞納家賃等の支払いを求めるため、次のとおり裁判所

に訴えを提起する。

１ 訴えを提起する相手方の住所及び氏名

別表のとおり

２ 訴えの要旨

別表に記載する者を相手方として、次の判決及び仮執行の宣言を求める。

⑴ 市営住宅等を明渡し、かつ原状に復し、奈良市営住宅条例第３０条第２項、第３８

条第３項及び第４項、奈良市改良住宅条例第５条で準用する奈良市営住宅条例第３８

条第３項並びに奈良市コミュニティ住宅条例第６条で準用する奈良市営住宅条例第３

８条第４項の規定により徴収する金銭を支払え。

⑵ 滞納家賃等及びこれらに対する遅延損害金を支払え。

⑶ 訴訟費用は被告の負担とする。

３ 訴訟遂行の方針

⑴ 弁護士を訴訟代理人と定める。

⑵ 判決の結果、必要がある場合は上訴する。

⑶ 本市は、上記の訴訟において必要があるときは、適当と認める条件で当事者と和解

することができる。

－ 6－



別表

番号 住所 氏名 住宅名及び住宅番号 請求の原因

１

家賃滞納

不法占有

２ 高額所得者

３ 不法占有

４ 家賃滞納

５

不法占有

不法占有

－ 7－



奈良市報告第４８号

市長専決処分の報告について

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

平成２６年９月８日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 和解及び損害賠償の額の決定について

－ 8－



市 長 専 決 処 分 書

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

平成２６年６月２７日

奈良市長 仲 川 元 庸

記

和解及び損害賠償の額の決定について

平成２６年５月５日午後４時頃、奈良市百楽園二丁目地内において発生した、市道の穴

ぼこにより、走行していた相手方の普通自動車のタイヤ及びホイールが損傷した事故につ

いて、和解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１ 損害賠償の額 ７７，３１２円

－ 9－



奈良市報告第４９号

市長専決処分の報告について

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

平成２６年９月８日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 和解及び損害賠償の額の決定について

－10－



市 長 専 決 処 分 書

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

平成２６年７月７日

奈良市長 仲 川 元 庸

記

和解及び損害賠償の額の決定について

平成２５年１２月２９日午前８時１５分頃、奈良市富雄元町一丁目地内において発生し

た、本市の公用車が相手方所有のごみ集積場フェンスに接触した事故について、和解によ

り次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１ 損害賠償の額 １１７，６００円

－11－



奈良市報告第５０号

市長専決処分の報告について

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

平成２６年９月８日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 和解及び損害賠償の額の決定について

－12－



市 長 専 決 処 分 書

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

平成２６年７月７日

奈良市長 仲 川 元 庸

記

和解及び損害賠償の額の決定について

平成２６年２月２０日午前８時３０分頃、奈良市西登美ヶ丘七丁目地内において発生し

た、本市の公用車が相手方所有のごみ収集ボックスに接触した事故について、和解により

次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１ 損害賠償の額 ５７，７５０円

－13－



奈良市報告第５１号

市長専決処分の報告について

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

平成２６年９月８日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 和解及び損害賠償の額の決定について

－14－



市 長 専 決 処 分 書

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

平成２６年７月１８日

奈良市長 仲 川 元 庸

記

和解及び損害賠償の額の決定について

平成２６年５月２日午後１時頃、奈良市西大寺新田町地内において発生した、本市の公

用車がフェンスに接触した事故について、和解により次のとおり損害賠償の額を決定する

ものとする。

１ 損害賠償の額 ２０４，１２０円

－15－



奈良市報告第５２号

市長専決処分の報告について

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

平成２６年９月８日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 和解及び損害賠償の額の決定について

－16－



市 長 専 決 処 分 書

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

平成２６年７月２３日

奈良市長 仲 川 元 庸

記

和解及び損害賠償の額の決定について

平成２６年４月３日午前９時３０分頃、奈良市西大寺国見町一丁目地内において発生し

た、本市の公用車がごみ置き場の屋根に接触した事故について、和解により次のとおり損

害賠償の額を決定するものとする。

１ 損害賠償の額 ９１，８００円

－17－



奈良市報告第５３号

市長専決処分の報告について

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

平成２６年９月８日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 和解及び損害賠償の額の決定について

－18－



市 長 専 決 処 分 書

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

平成２６年８月２０日

奈良市長 仲 川 元 庸

記

和解及び損害賠償の額の決定について

平成２６年７月１７日午前９時４０分頃、奈良市八条五丁目地内の駐車場において発生

した、本市の公用車と相手方の普通自動車が接触した事故について、和解により次のとお

り損害賠償の額を決定するものとする。

１ 損害賠償の額 ２９１，３７３円
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奈良市議案第８５号

平成２６年度奈良市一般会計
補正予算（第２号）

平成２６年度奈良市の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ７９４，６６６千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２６，８５７，２９３千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第２条 債務負担行為の追加、変更及び廃止は、「第２表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。

平成２６年９月８日提出

奈良市長 仲 川 元 庸
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第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補正前の額 補 正 額 計

13. 分 担 金 及 び負 担 金 1,574,993 6,512 1,581,505

１. 分 担 金 3,620 6,512 10,132

15. 国 庫 支 出 金 22,798,429 97,435 22,895,864

２. 国 庫 補 助 金 2,832,139 58,687 2,890,826

３. 国 庫 委 託 金 122,227 2,268 124,495

４. 国 庫 交 付 金 1,730,871 36,480 1,767,351

16. 県 支 出 金 6,156,035 29,417 6,185,452

２. 県 補 助 金 1,454,215 29,417 1,483,632

18. 寄 附 金 6,500 1,000 7,500

１. 寄 附 金 6,500 1,000 7,500

19. 繰 入 金 285,470 40,500 325,970

１. 基 金 繰 入 金 285,470 40,500 325,970

20. 繰 越 金 50,000 419,102 469,102

１. 繰 越 金 50,000 419,102 469,102

21. 諸 収 入 3,310,676 300 3,310,976

４. 雑 入 1,766,882 300 1,767,182

22. 市 債 14,616,400 200,400 14,816,800

１. 市 債 14,616,400 200,400 14,816,800

歳 入 合 計 126,062,627 794,666 126,857,293

千円 千円 千円
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歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 計

２.総 務 費 14,285,863 106,103 14,391,966

１. 総 務 管 理 費 11,128,689 △ 77,620 11,051,069

２. 企 画 費 1,489,572 41,723 1,531,295

３. 徴 税 費 1,034,315 118,000 1,152,315

４. 戸 籍 住 民
基 本 台 帳 費 400,629 24,000 424,629

３. 民 生 費 53,241,536 408,268 53,649,804

１. 社 会 福 祉 費 23,600,751 164,927 23,765,678

２. 児 童 福 祉 費 16,557,355 32,743 16,590,098

３. 生 活 保 護 費 13,020,004 208,330 13,228,334

４. 国 民 年 金
事 務 費 63,426 2,268 65,694

４. 衛 生 費 10,713,620 121,662 10,835,282

１. 保 健 衛 生 費 1,887,217 81,000 1,968,217

２. 保 健 所 費 1,788,905 12,662 1,801,567

３. 清 掃 費 5,692,256 28,000 5,720,256

６. 農林水産業費 537,788 38,533 576,321

１. 農 林 費 537,788 38,533 576,321

８. 観 光 費 938,715 25,000 963,715

１. 観 光 費 938,715 25,000 963,715

９. 土 木 費 9,128,344 49,000 9,177,344

２. 道 路 橋 梁 費 2,249,627 22,000 2,271,627

３. 河 川 費 288,509 9,000 297,509

４. 都 市 計 画 費 3,869,752 18,000 3,887,752

千円 千円 千円
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第２表 債務負担行為補正

１．追加分

２．変更分

３．廃止分

事 項 期 間 限 度 額

奈良市・生駒市高機能消防指令センター
保 守 業 務 委 託

平成26年度から
平成37年度まで 450,000

千円

事 項
補 正 前 補 正 後

期 間 限 度 額 期 間 限 度 額

デジタル移動系防災行政
無 線 整 備 事 業

平成26年度から
平成27年度まで 276,080 平成26年度から

平成27年度まで 394,400
千円千円

事 項 期 間 限 度 額

指定管理者による奈良市鶴舞
老人憩の家の管理に要する経費

平成25年度から
平成29年度まで

協定に基づき決定した指定期間
中における管理に要する額

款 項 補正前の額 補 正 額 計

11. 教 育 費 12,625,673 9,600 12,635,273

１. 教 育 総 務 費 2,792,041 6,600 2,798,641

５. 幼 稚 園 費 1,078,313 3,000 1,081,313

12. 災 害 復 旧 費 69,000 36,500 105,500

１. 農林水産業施設災 害 復 旧 費 7,000 36,500 43,500

歳 出 合 計 126,062,627 794,666 126,857,293

千円 千円 千円
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第３表 地方債補正

１．変更分

起 債 の 目 的
限 度 額

補 正 前 補 正 後

庁 舎 等 施 設 整 備 事 業 552,200 493,100

清 掃 施 設 整 備 事 業 218,500 241,700

土 地 基 盤 整 備 事 業 53,900 68,700

道 路 事 業 1,018,000 1,028,000

災 害 復 旧 事 業 45,500 56,100

臨 時 財 政 対 策 6,800,000 7,000,900

計 14,616,400 14,816,800

千円千円
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奈良市議案第８６号

平成２６年度奈良市国民健康保険
特別会計補正予算（第１号）

平成２６年度奈良市の国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３４９，８３１千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ３７，８４９，８３１千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

平成２６年９月８日提出

奈良市長 仲 川 元 庸
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第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

(註）「第10款 諸収入」を「第11款 諸収入」に改める。

歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 計

９.繰 入 金 2,536,914 336,134 2,873,048

２. 基 金 繰 入 金 190,000 336,134 526,134

10. 繰 越 金 － 13,697 13,697

１. 繰 越 金 － 13,697 13,697

歳 入 合 計 37,500,000 349,831 37,849,831

千円 千円 千円

款 項 補正前の額 補 正 額 計

11. 諸 支 出 金 45,800 349,831 395,631

１. 還 付 及 び
還 付 加 算 金 41,000 349,831 390,831

歳 出 合 計 37,500,000 349,831 37,849,831

千円 千円 千円

－26－



奈良市議案第８７号

平成２６年度奈良市介護保険
特別会計補正予算（第１号）

平成２６年度奈良市の介護保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４４，８９１千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ２６，２４７，８９１千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

平成２６年９月８日提出

奈良市長 仲 川 元 庸
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第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

(註）「第７款 諸収入」を「第８款 諸収入」に改める。

歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 計

７.繰 越 金 － 44,891 44,891

１. 繰 越 金 － 44,891 44,891

歳 入 合 計 26,203,000 44,891 26,247,891

千円 千円 千円

款 項 補正前の額 補 正 額 計

５.諸 支 出 金 10,000 44,891 54,891

１. 償 還 金 及 び還 付 加 算 金 10,000 44,891 54,891

歳 出 合 計 26,203,000 44,891 26,247,891

千円 千円 千円
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奈良市議案第８８号

平成２６年度奈良市母子父子寡婦福祉資金
貸付金特別会計補正予算（第１号）

平成２６年度奈良市の母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計補正予算（第１号）は、次

に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１，５００千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ３２，５００千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

平成２６年９月８日提出

奈良市長 仲 川 元 庸
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第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１.繰 入 金 1,041 450 1,491

１. 一般会計繰入金 1,041 450 1,491

２. 繰 越 金 816 1,050 1,866

１. 繰 越 金 816 1,050 1,866

歳 入 合 計 31,000 1,500 32,500

千円 千円 千円

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１. 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 31,000 1,500 32,500

１. 総 務 管 理 費 1,315 450 1,765

２. 貸 付 金 29,685 1,050 30,735

歳 出 合 計 31,000 1,500 32,500

千円 千円 千円
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奈良市議案第８９号

平成２６年度奈良市都祁水道事業会計
補正予算（第１号）

（総則）

第１条 平成２６年度奈良市都祁水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。

（業務の予定量）

第２条 平成２６年度奈良市都祁水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定

めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（項 目） （既決予定量） （補正予定量） （計）

４．主要な建設改良事業 －千円 11,340千円 11,340千円

⑴ 施 設 費 －千円 11,340千円 11,340千円

（資本的収入及び支出）

第３条 予算第４条本文括弧書き中「不足する額106,290千円」を「不足する額106,330千

円」に、「過年度分損益勘定留保資金22,017千円」を「過年度分損益勘定留保資金32,274

千円」に、「当年度分損益勘定留保資金75,254千円」を「当年度分損益勘定留保資金

65,037千円」に、収入中「第１項 他会計からの長期借入金」を「第２項 他会計から

の長期借入金」に、「第２項 負担金」を「第３項 負担金」に、「第３項 分担金」

を「第４項 分担金」に、支出中「第１項 固定資産取得費」を「第２項 固定資産取

得費」に、「第２項 企業債償還金」を「第３項 企業債償還金」に、「第３項 長期

割賦金」を「第４項 長期割賦金」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり

補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収 入

第１款 資本的収入 158,190千円 11,300千円 169,490千円

第１項 企 業 債 －千円 11,300千円 11,300千円
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支 出

第１款 資本的支出 264,480千円 11,340千円 275,820千円

第１項 施 設 費 －千円 11,340千円 11,340千円

（企業債）

第４条 予算第９条を第１０条とし、第５条から第８条までを一条ずつ繰り下げ、第４条

の次に次の一条を加える。

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

平成２６年９月８日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

建設改良費に

充 当
11,300 証書借入

５.０％以内
（利率見直し
方式により当
該利率の見直
しを行った後
においては、
見直し後の利
率とする。）

借入先の融資条件に
よる。ただし企業財
政の都合により、据
置期間を短縮し、若
しくは繰上償還又は
低利に借り換えるこ
とができる。

千円
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附 属 書 類

１．平成２６年度 奈良市都祁水道事業会計補正予算（第１号）実施計画

２．平成２６年度 奈良市都祁水道事業補正予定キャッシュ・フロー計算書（第１号）

３．平成２６年度 奈良市都祁水道事業補正予定貸借対照表（第１号）

４．平成２６年度 奈良市都祁水道事業会計補正予算（第１号）参考書
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平成２６年度奈良市都祁水道事業会計
補正予算（第１号）実施計画

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

支 出

（単位：千円）

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備 考

１. 資 本 的 収 入 158,190 11,300 169,490

１. 企 業 債 － 11,300 11,300

１. 企 業 債 － 11,300 11,300

(註）「第１項 他会計からの長期借入金」、「第２項 負担金」、「第３項 分担金」を「第２項 他会計から
の長期借入金」、「第３項 負担金」、「第４項 分担金」に改める。

（単位：千円）

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備 考

１. 資 本 的 支 出 264,480 11,340 275,820

１. 施 設 費 － 11,340 11,340

１. 施 設 費 － 11,340 11,340

(註）「第１項 固定資産取得費」、「第２項 企業債償還金」、「第３項 長期割賦金」を「第２項 固定資産
取得費」、「第３項 企業債償還金」、「第４項 長期割賦金」に改める。
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平成２６年度奈良市都祁水道事業補正予定
キャッシュ・フロー計算書（第１号）
（平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで）

（単位：千円）

１．業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△は純損失） △ 78,313
減価償却費 298,732

引当金の増減額（△は減少） 2,334

長期前受金戻入額 △ 119,150

支払利息 63,281

固定資産除却損 10

未収金の増減額（△は増加） △ 1,300
未払金の増減額（△は減少） 16,335

前受金の増減額（△は減少） △ 1,300
小計 180,629

利息の支払額 △ 63,281
業務活動によるキャッシュ・フロー 117,348

２．投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △ 10,598
負担金による収入 106,232

分担金による収入 1,512

投資活動によるキャッシュ・フロー 97,146

３．財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 11,300

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 221,541

長期割賦金の償還による支出 △ 41,414
他会計借入金による収入 40,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 211,655

資金増加額 2,839

資金期首残高 40,890

資金期末残高 43,729
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平成２６年度奈良市都祁水道事業補正予定貸借対照表（第１号)
（平成２７年３月３１日）

（単位：千円）

資 産 の 部

１．固 定 資 産

⑴ 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 73,413

ロ 建 物 296,396

減 価 償 却 累 計 額 △ 29,999 266,397

ハ 構 築 物 4,106,780

減 価 償 却 累 計 額 △ 856,532 3,250,248

ニ 機 械 及 び 装 置 1,386,603

減 価 償 却 累 計 額 △ 654,185 732,418

ホ 車 両 運 搬 具 41

減 価 償 却 累 計 額 0 41

有 形 固 定 資 産 合 計 4,322,517

⑵ 無 形 固 定 資 産

イ ダ ム 使 用 権 495,448

ロ 水 利 権 103,140

無 形 固 定 資 産 合 計 598,588

固 定 資 産 合 計 4,921,105

２．流 動 資 産

⑴ 現 金 預 金 43,729

⑵ 未 収 金 4,880

流 動 資 産 合 計 48,609

資 産 合 計 4,969,714

負 債 の 部

３．固 定 負 債

⑴ 企 業 債
イ 建設改良費等の財源に

充てるための企業債 2,864,625

企 業 債 合 計 2,864,625

⑵ 他 会 計 借 入 金 80,000

固 定 負 債 合 計 2,944,625
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４．流 動 負 債

⑴ 企 業 債
イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債 197,861

企 業 債 合 計 197,861

⑵ 未 払 金 27,230

⑶ 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金 2,334

引 当 金 合 計 2,334

流 動 負 債 合 計 227,425

５．繰 延 収 益

⑴ 長 期 前 受 金 3,286,842

収 益 化 累 計 額 △ 1,246,510 2,040,332

繰 延 収 益 合 計 2,040,332

負 債 合 計 5,212,382

資 本 の 部

６．資 本 金

⑴ 自 己 資 本 金 4,673

資 本 金 合 計 4,673

７．剰 余 金

⑴ 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額 2,276

ロ 諸 補 助 金 19,875

ハ 負担金その他諸収入 6,795

資 本 剰 余 金 合 計 28,946

⑵ 欠 損 金

イ 当年度未処理欠損金 276,287

欠 損 金 合 計 276,287

剰 余 金 合 計 △ 247,341
資 本 合 計 △ 242,668
負 債 資 本 合 計 4,969,714
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平成２６年度奈良市都祁水道事業会計
補正予算（第１号）参考書

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

支 出

（単位：千円）

款 項 目 節 既決予定額 補正予定額 計 備考

１. 資 本 的
収 入 158,190 11,300 169,490

１. 企 業 債 － 11,300 11,300

１. 企 業 債 － 11,300 11,300

⑴ 建設企業債 － 11,300 11,300

(註）「第１項 他会計からの長期借入金」、「第２項 負担金」、「第３項 分担金」を「第２項 他会計から
の長期借入金」、「第３項 負担金」、「第４項 分担金」に改める。

（単位：千円）

款 項 目 節 既決予定額 補正予定額 計 備考

１. 資 本 的
支 出 264,480 11,340 275,820

１. 施 設 費 － 11,340 11,340

１. 施 設 費 － 11,340 11,340

25 工事請負費 － 11,340 11,340

(註）「第１項 固定資産取得費」、「第２項 企業債償還金」、「第３項 長期割賦金」を「第２項 固定資産
取得費」、「第３項 企業債償還金」、「第４項 長期割賦金」に改める。
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奈良市議案第９０号

奈良市子ども・子育て会議条例の一部改正について

奈良市子ども・子育て会議条例の一部を次のように改正しようとする。

平成２６年９月８日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

奈良市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例

奈良市子ども・子育て会議条例（平成２５年奈良市条例第１２号）の一部を次のように

改正する。

第１条中「第７７条第１項」の次に「及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合

的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号。次条において「認定こども園法」

という。）第２５条」を加える。

第２条第１項を次のように改める。

会議の所掌事務は、次のとおりとする。

⑴ 子ども・子育て支援法第７７条第１項各号に掲げる事務を処理すること。

⑵ 認定こども園法第１７条第３項、第２１条第２項及び第２２条第２項の規定により

その権限に属させられた事項を調査審議すること。

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長の諮問に応じ、本市の子ども・子育て支援に関す

る重要事項について調査審議すること。

第２条第２項中「前項」を「前項第３号」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律の一部を改正する法律（平成２４年法律第６６号。次項において「改正法」という。）

の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

（準備行為）

２ 改正法附則第９条の規定による改正法の施行の日前においても行うことができる行為
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に関する事項については、この条例の施行の日前においても、この条例の規定の例によ

り、奈良市子ども・子育て会議において調査審議を行うことができる。

（提案理由）

奈良市子ども・子育て会議に、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の

推進に関する法律第２５条に規定する幼保連携型認定こども園に関する審議会としての機

能を追加しようとするものである。
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奈良市議案第９１号

奈良市児童福祉施設の設備及び運営に関する
基準を定める条例の一部改正について

奈良市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を次のように改正

しようとする。

平成２６年９月８日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

奈良市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例

奈良市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年奈良市条例

第５５号）の一部を次のように改正する。

第６条に次の１項を加える。

６ 児童福祉施設は、その運営に当たっては、奈良市暴力団排除条例（平成２４年奈良市

条例第２４号）第２条第１号に規定する暴力団を利することとならないようにしなけれ

ばならない。

第１２条の次に次の１条を加える。

（懲戒に係る権限の濫用禁止）

第１２条の２ 児童福祉施設の長は、入所中の児童等（法第３３条の７に規定する児童等

をいう。以下この条において同じ。）に対し法第４７条第１項本文の規定により親権を

行う場合であって懲戒するとき又は同条第３項の規定により懲戒に関しその児童等の福

祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫

用してはならない。

第１４条に次の１項を加える。

６ 児童福祉施設は、食事の提供に当たっては、県内で生産された農林水産物（以下この

項において「県内産農林水産物」という。）及び県内産農林水産物を原料として加工さ

れた食品を積極的に使用するよう努めるものとする。
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